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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第75期
第１四半期
連結累計期間

第76期
第１四半期
連結累計期間

第75期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 22,104 23,119 95,888

経常利益（百万円） 1,360 1,403 6,676

四半期（当期）純利益（百万円） 1,032 788 4,434

四半期包括利益又は包括利益（百万円） 1,080 1,083 4,419

純資産額（百万円） 39,360 42,897 42,359

総資産額（百万円） 107,317 107,114 109,487

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 28.05 21.40 120.44

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
28.01 21.35 120.15

自己資本比率（％） 37.1 40.4 39.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。　

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資に持ち直しの動きが見られるなど、東日

本大震災からの復興需要等を背景として緩やかな回復基調にあるものの、一方では欧州債務危機を巡る不確実性の

高まり、長期化する円高やアジア経済減速の懸念などにより不安定な状況が続きました。

住宅産業におきましては、被災住宅の再建など復興需要をベースに持ち直してきており、政府による住宅取得に

係る金利優遇措置が再導入されたことも加わって、総じて堅調に推移しました。

これに伴い、当社グループの主力製品である窯業系外装材の当第１四半期における業界全体の国内販売数量につ

いても、前年同期に比し8.6％の増加となりました。

このような環境の下、当社グループは、安定した製品供給を背景に市場への積極的な拡販を図るとともに、非住宅

向けを始めとする国内新市場や海外マーケットの開拓のほか、生産性・効率性・採算性の向上を目指し合理化とコ

スト削減に注力いたしました。

この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の連結業績は次のとおりとなりました。

 （金額単位：百万円） 

 
前第１四半期

連結累計期間

当第１四半期

連結累計期間

増減

 金額 率（％）

売上高 22,104 23,119 1,015 4.6

営業利益 1,409 1,423 13 1.0

経常利益 1,360 1,403 43 3.2

四半期純利益 1,032 788 △244 △23.7

　

売上高につきましては、主力である国内窯業系外装材事業を始めとして、市場の回復や拡販に伴い販売数量を前

年同期比伸長させたことにより、金属系外装材事業における前年同期の復旧特需の反動による減収を吸収した結

果、売上高は231億19百万円と前年同期比10億15百万円（4.6％）の増収となりました。

損益につきましては、国内窯業系外装材を始めとして増収となったことから、積極的な拡販施策などによる販売

費及び一般管理費の増加を吸収して、営業利益は14億23百万円と前年同期比13百万円（1.0％）、経常利益は14億３

百万円と同43百万円（3.2％）の増益となりました。

また、四半期純利益につきましては、特別利益の計上が前年同期比減少したことなどから、７億88百万円と前年同

期比２億44百万円（23.7％）の減益となりました。

　

セグメント別の業績は次のとおりであります。　

外装材事業

売上面では、前記のとおり、主力の国内窯業系外装材において増収となったことなどから、売上高は212億59百万

円と前年同期比９億96百万円（4.9％）の増収となりました。

また、損益面では、国内窯業系外装材が増収に伴い増益となったものの、金属系外装材が減収に伴い減益となった

ことなどから、セグメント利益（営業利益）は19億14百万円と前年同期比18百万円（1.0％）の微減益となりまし

た。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　

 

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、４億45百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　

 

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありま

せん。

 

(5) 財政状態及び資金の流動性の状況

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。

前連結会計年度末に比し純資産が５億37百万円増加し、総資産が23億73百万円減少した結果、自己資本比率は

40.4％と1.3ポイントの増加となりました。

増減の主なものは、流動資産では商品及び製品が11億59百万円増加した一方で、現金及び預金が21億43百万円、受

取手形及び売掛金が10億29百万円それぞれ減少したことなどにより、流動資産全体で23億39百万円減少しておりま

す。また、固定資産では有形固定資産が１億11百万円増加、投資その他の資産が１億30百万円減少したことなどによ

り、固定資産全体で33百万円減少しております。

流動負債では未払法人税等が14億71百万円、賞与引当金が８億23百万円それぞれ減少しており、固定負債では長

期借入金が６億14百万円減少していることなどから、負債合計は29億10百万円減少しております。　

 

(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めてお

りますが、当社グループを取り巻く環境は予想以上に厳しくかつ速いスピードで変化しております。グローバルな

視点で見れば、世界的な金融緩和を受けて米国経済は個人消費や輸出が持ち直すなど復調傾向にありますが、依然

として欧州債務危機の再燃や原油価格の高騰などの懸念材料があり、景気の先行きは不透明な状況にあります。一

方、国内においては、欧州債務危機や円高進行に対する不安が払拭されず、輸出関連企業の収益環境への影響が懸念

されるものの、東日本大震災からの復興事業が内需を支えており、景気は緩やかな回復基調にあると考えられます。

当社グループの主要なマーケットである国内住宅市場においては、短期的には震災復興に伴う新設住宅着工の増

加が見込まれるものの、中長期的には少子高齢化と人口減少による戸建住宅市場の縮小という構造的な問題を抱え

ております。

このような状況下、当社グループは、平成24年４月に「新中期経営計画（平成24年４月～平成27年３月）」をス

タートさせました。新中期経営計画では、二つの経営目標「世界で通用する『建物の壁材専業メーカー』を目指

す」「顧客にも、地球にも優しい環境を提供し続ける」を掲げ、各種課題に対応してまいります。

 

EDINET提出書類

ニチハ株式会社(E02415)

四半期報告書

 4/17



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

　普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

　現在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

　取引業協会名
内容

　普通株式
            

37,324,264

            

37,324,264

　東京証券取引所

　（市場第一部）

　名古屋証券取引所

　（市場第一部）

　　

　単元株式数　

　100株　

　

計
            

37,324,264
           37,324,264 ― ―

（注）「提出日現在発行数」には、平成24年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

　平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 37,324 － 8,136 － 11,122

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － ―

議決権制限株式（自己株式等） － － ―

議決権制限株式（その他） － － ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     497,200 － ―

完全議決権株式（その他） 普通株式  36,775,600            367,756 ―

単元未満株式 普通株式      51,464 － ―

発行済株式総数            37,324,264 － ―

総株主の議決権 －             367,756 ―

　（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,300株（議決権の数23

個）含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名
   又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
 合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ニチハ株式会社
名古屋市港区汐止

町12番地

          

497,200
    －

          

497,200
            1.33

計 ―
          

497,200
    －

          

497,200
    1.33　

（注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は、496,500株であります。　

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,804 12,661

受取手形及び売掛金 24,179 23,149

商品及び製品 10,238 11,398

仕掛品 2,042 2,027

原材料及び貯蔵品 2,394 2,466

繰延税金資産 1,439 1,043

その他 1,120 1,106

貸倒引当金 △101 △75

流動資産合計 56,117 53,777

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,420 15,428

機械装置及び運搬具（純額） 9,387 9,515

工具、器具及び備品（純額） 516 521

土地 20,741 20,744

リース資産（純額） 1,024 941

建設仮勘定 380 430

有形固定資産合計 47,470 47,581

無形固定資産

リース資産 76 69

ソフトウエア 117 108

その他 285 287

無形固定資産合計 479 466

投資その他の資産

投資有価証券 2,634 2,488

繰延税金資産 650 693

その他 2,161 2,132

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 5,419 5,288

固定資産合計 53,369 53,336

資産合計 109,487 107,114
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,382 13,842

短期借入金 10,337 9,731

リース債務 822 677

未払法人税等 1,710 239

賞与引当金 1,374 551

役員賞与引当金 96 20

製品保証引当金 1,214 1,228

その他 8,653 9,108

流動負債合計 37,591 35,399

固定負債

長期借入金 26,090 25,475

リース債務 374 338

繰延税金負債 852 846

退職給付引当金 688 681

役員退職慰労引当金 130 130

製品保証引当金 961 925

事業整理損失引当金 150 150

負ののれん 88 69

その他 199 199

固定負債合計 29,535 28,818

負債合計 67,127 64,217

純資産の部

株主資本

資本金 8,136 8,136

資本剰余金 10,925 10,925

利益剰余金 26,297 26,533

自己株式 △453 △453

株主資本合計 44,905 45,141

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 322 234

為替換算調整勘定 △2,453 △2,071

その他の包括利益累計額合計 △2,130 △1,837

新株予約権 57 63

少数株主持分 △472 △470

純資産合計 42,359 42,897

負債純資産合計 109,487 107,114
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 22,104 23,119

売上原価 14,433 14,910

売上総利益 7,670 8,208

販売費及び一般管理費 6,261 6,785

営業利益 1,409 1,423

営業外収益

受取利息 7 2

受取配当金 4 4

為替差益 － 13

その他 120 103

営業外収益合計 132 124

営業外費用

支払利息 161 133

為替差損 11 －

その他 8 10

営業外費用合計 181 144

経常利益 1,360 1,403

特別利益

固定資産売却益 7 0

投資有価証券売却益 456 －

補助金収入 2 －

特別利益合計 466 0

特別損失

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 11 19

固定資産圧縮損 2 －

投資有価証券評価損 － 8

災害による損失 127 －

特別損失合計 141 28

税金等調整前四半期純利益 1,685 1,375

法人税、住民税及び事業税 253 190

法人税等調整額 406 395

法人税等合計 660 586

少数株主損益調整前四半期純利益 1,025 789

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6 0

四半期純利益 1,032 788

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6 0

少数株主損益調整前四半期純利益 1,025 789

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △77 △88

為替換算調整勘定 132 382

その他の包括利益合計 54 294

四半期包括利益 1,080 1,083

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,085 1,081

少数株主に係る四半期包括利益 △5 2

EDINET提出書類

ニチハ株式会社(E02415)

四半期報告書

10/17



【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及び負ののれんの償却

額は、次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 1,276百万円 1,167百万円

負ののれんの償却額 △18 △18

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日

定時株主総会
普通株式 147百万円 4円 平成23年３月31日平成23年６月27日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 552百万円 15円 平成24年３月31日平成24年６月27日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

その他
（注１）

　
合計　

　

調整額
（注２）

四半期連結損益
及び包括利益 
計算書計上額
（注３）

外装材事業

売上高   　   

外部顧客への売上高 20,040 2,063 22,104 － 22,104

セグメント間の内部売上高

又は振替高
222 247 469 △469 －

計 20,263 2,311 22,574 △469 22,104

セグメント利益又は損失（△） 1,933 △69 1,864 △454 1,409

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＰ事業、繊維板事業、工

事事業、その他事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△477百万円及

びその他の調整額23百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

その他
（注１）

　
合計　

　

調整額
（注２）

四半期連結損益
及び包括利益 
計算書計上額
（注３）

外装材事業

売上高   　   

外部顧客への売上高 21,036 2,082 23,119 － 23,119

セグメント間の内部売上高

又は振替高
223 259 483 △483 －

計 21,259 2,342 23,602 △483 23,119

セグメント利益又は損失（△） 1,914 △6 1,908 △485 1,423

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＰ事業、繊維板事業、工

事事業、その他事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△502百万円及

びその他の調整額17百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 28円05銭 21円40銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,032 788

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,032 788

普通株式の期中平均株式数（千株） 36,809 36,827

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 28円01銭 21円35銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 57 91

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行

当社は、平成24年７月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役

に対し、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける

者の募集をすることを決議いたしました。

１．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由

　企業価値の持続的な向上を意識した経営をより迅速に推進するため、取締役報酬と当社の企業価値との連動性を強め

て株主との利害を一致させることにより、業績向上・株価上昇への意欲や士気を高めることを目的として、発行するも

のです。

２．新株予約権の発行要領

(1) 新株予約権の名称

ニチハ株式会社平成24年度新株予約権

(2) 新株予約権の払込金額

　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当の日にブラック・ショールズ・モデルにより算出した１株当たりのオ

プション価格に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、金銭の払込みを要しないものとし、取締役の報酬請求権と

払込債務により相殺する。

(3) 新株予約権の割当日

平成24年８月28日

(4) 募集対象者

当社の取締役11名

(5) 新株予約権の内容

①新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権の目的たる株式の種類は当社普通株式とし、株式数は②で決定された割り当てる新株予約権の総数に

100株を乗じた株式数とする。

　なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について

行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

　　　　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割又は株式併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株式の無償

割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的

な範囲内で株式数を調整することができる。

②新株予約権の総数

　422個を上限とする。（新株予約権１個当たりの目的たる株式数は、100株とする。ただし、上記①に定める株式の

数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。）

　上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数

が減少したときは、その割当の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を

受けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金

額とする。

④新株予約権を行使することができる期間

　平成24年８月29日から平成59年８月27日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、

その前営業日を最終日とする。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ａ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げるものとする。

ｂ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ａ記載の資本金等増

加限度額から上記ａに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑥新株予約権の行使の条件

ａ．新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日（以下「権利行使開始日」という。）から当該権利

行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる。

ｂ．新株予約権者が死亡した場合、その相続人（新株予約権者の配偶者、子、１親等の直系尊属に限る。）は、新株

予約権者が死亡した日の翌日から３ヵ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

ｃ．その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契

約書にて定めるものとする。

⑦新株予約権の取得の条件

　当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社

となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約

権を無償で取得することができる。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑨当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

　組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合

には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

ａ．合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

ｂ．吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

ｃ．新設分割

新設分割により設立する株式会社

ｄ．株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

ｅ．株式移転

株式移転により設立する株式会社

⑩新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

　

２【その他】

訴訟

当社は、当第１四半期連結会計期間末現在において、国及び当社を含む石綿含有建材製造企業40数社を被告とし

て、いずれも建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者など合計511名の原告から、国に対し

ては国家賠償法に基づき、石綿含有建材製造企業に対しては民法に定める不法行為責任又は製造物責任法に定める

製造物責任に基づき、合計11訴訟で総額172億945万円の損害賠償を求める訴訟（建設アスベスト損害賠償請求訴

訟）の提起を受けております。

このうち、横浜地方裁判所に係属していた２訴訟（合計87名の原告、総額28億8750万円）について、平成24年５月

25日に判決が言い渡され、原告らの請求は棄却されました。　

当社といたしましては、原告らからの請求に対し、今後も法廷の場において適切に対応していく所存です。

　なお、現時点において、当社の業績に与える影響は不明です。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成24年８月９日

ニチハ株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岡野　英生　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　浩幸　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているニチハ株式会社の

平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成24

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ニチハ株式会社及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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